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4 6/14

【旭川四条駅前の商店街の活用】
・シャッターが閉じている店舗が多いが，正面の外観
を改装すれば，昭和レトロの雰囲気ある商店街になる
思う。

経済交流課 参考受領

・商店街振興組合や商店会等で構成する旭川商店街サポートセン
ターが行う事業の中に，商店街の環境整備を実施する際に活用で
きる補助制度があります。活動実施希望があれば御相談くださ
い。

5 6/13
【商業施設の誘致】
・コストコやららぽーと，アウトレットモールなど，
ワクワクするような施設が欲しい。

経済交流課 参考受領

・御提案にありますコストコを例に挙げると，半径１０キロメー
トルの人口が５０万人以上などの土地条件がコストコホールセー
ルジャパン株式会社のホームページに掲載されています。
このように，大型小売施設等の出店については，民間事業者が集
客見込みや採算性などを十分に検討する必要があります。
引き続き，本市が有する都市機能などのＰＲや事業者が出店しや
すい環境づくりのための方策を検討します。

6 6/20
【リサイクルボックス設置の義務化】
・飲料水自販機への空き缶やペットボトルなどのリサ
イクルボックス設置。

クリーンセンター 実施済

・「旭川市ごみのポイ捨て禁止条例」では，空き缶，空き瓶その
他容器の散乱を防ぐため，自動販売機に回収容器の設置を義務づ
けています。
・リサイクルボックスの設置について市ホームページで周知しま
す。

7 6/24
【市民の音楽発表会】
・市のバックアップ（文化会館やクリスタルホールの
自主事業など）で演奏会イベントを開催。

文化振興課 参考受領

・市の支援として，自主文化事業，協働のまちづくり事業などが
ありますが，関係団体に御意見をお伝えするとともに，各団体の
意向を確認していきます。
・オーケストラ，バレエ，合唱等が共演するイベントについて
は，今後の旭川ミュージックウィークにおいて検討します。

8 6/28
【旭川讃歌の作成と普及】
・旭川讃歌を作成し，駅や空港，商業施設などで流す
など，旭川市のＰＲに活用。

文化振興課 参考受領
・「観光旭川音頭」，「雪野も花も」のほか，市制施行１００年
の楽曲「あなたがどこかで」など，本市にゆかりのある歌は数多
くあることから，まずはこれらの普及に努めます。

9 6/28
【フレグランスフリーの街づくりについて】
・学校，病院等で無香料の洗剤，石けんを使用し，香
害のない街をつくる。

保健指導課 参考受領

・本市における「フレグランスフリー」宣言及び発症者の避難所
としてのまちづくりの実施は様々な課題があり困難ですが，引き
続き，相談窓口等での対応のほか，市有施設でのポスターの掲示
やリーフレットの配付など，香りへの配慮について普及啓発に努
めていきます。
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土木管理課 参考受領

・道路上にキッチンカーや露店を設置する際には，道路使用許可, 
道路占用許可を得る必要があり,公益上又は習慣上やむを得ないと
認められること，市の後援が得られることなどが，それぞれの許
可の共通する要件となっています。他都市においては，路上駐車
対策やにぎわい創出を目的として社会実験を兼ねたイベントとし
て実施されているなど様々なケースが想定されるため，個別に内
容の確認，協議をし許可の可否について判断していきます。

交通防犯課 参考受領
・違法駐車等の防止については，関係機関・団体等と連携・協力
を図りながら，啓発に努めます。

経済交流課 参考受領

・大型玩具店の出店については，店舗面積が１千㎡以上の場合，大規模
小売店舗立地法に定められる手続を経て設置しなければならないほか，
民間事業者が集客見込みや採算性などを十分に検討する必要がありま
す。
引き続き，本市が有する都市機能などのＰＲや事業者が出店しやすい環
境づくりのための方策を検討します。

地域振興課 参考受領

・中心部における小売事業者の開業や，事業展開を行政主導で進めるこ
とは難しく，開業促進や業種の特定などについても，手法等を十分に検
討する必要があります。
・令和４年８～９月に実施する中心市街地活性化に係る市民アンケート
の結果や，旭川未来会議２０３０などの意見等を踏まえ，中心部に必要な
施設・機能等について令和５年度以降の検討や取組につなげていきま
す。

12 6/13
【買物公園への自転車専用道路設置】
・買物公園に歩行者と共存するための自転車専用道路
設置。

地域振興課 検討中

・令和５年度又は６年度を目途に，買物公園を含む中心市街地での電動
キックボード等の通行・運用に係る社会実験実施に向けて，課題や対応
策を整理し，実施の可能性を検討します。
・令和４年８～９月に実施する中心市街地活性化に係る市民アンケート
の結果や更なる市民意見等も踏まえ，令和５年度以降の取組につなげ
ていきます。

10 7/5
【路上駐車対策の新しいあり方について】
・路上駐車対策兼地域活性化のため，道路脇一車線を
キッチンカーや屋台に提供。

11 6/10

【子どもを活用したまちづくり】
・もりもりパークの近くである駅前に大きなおもちゃ
屋がほしい。さらに，家族連れが余裕を持ってくつろ
げる食事の場もあればなお良い。駅前，買物公園，常
磐公園をつなぐプラットフォームを活性化させる鍵は
子どもである。
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【外国人労働者を増やす】
・旭川市を活気ある街とするため，国内外にPRし外国
人居住者を増やす。

地域振興課 参考受領

・外国人が国内で長期滞在するために必要な，就業の場や留学先（教育
機関）等の受入環境の充実化を図ることは，国内外を問わず，移住やＵＩ
Ｊターンの推進という面において重要な要素です。
・令和５年度には市立大学の開学を控えていますが，その他市内事業者
の事業拡大への支援，受入周知，テレワーク等の就業環境の利便性向
上などの取組についても，積極的に進めていく必要があります。
・こうした取組の対象は，国内外を問わないものであり，移住施策におけ
るターゲットの設定として，海外に特化した取組は行っていないところで
す。

【健康寿命拡大の取組】
・健康寿命拡大のため，定年退職制度の見直し，高齢
者への割引，健康証明による減税を行う。

税制課 参考受領

・税の減額措置を自治体が独自に実施することは地方税法との関わりか
ら難しく，現状では実現が困難です。
なお，子育て世帯を含め必要な世帯等への税制上の支援については，
国における毎年の税制改正の中で議論がなされ，順次，充実や改善が
図られています。

【子育て世帯への給付金拡張】
・多子世帯への給付金支給と減税，医療費の補助・免
除，私立学校通学者への補助など，子育て世帯への給
付金拡張。

子育て助成課 検討中

・国による児童手当の多子世帯等への給付拡充動向を注視しつつ，国や
北海道との連携を進めていきます。
・令和５年度の子ども医療費無償化を目指し検討中です。
市独自の無利子貸付や給付型奨学金の制度もあります。給付型奨学金
の拡充について検討中です。

14 6/13

【合葬墓について】
・埋葬料が高い。
・納骨の形式に尊厳が感じられない。
・献花台などを設置してはどうか。

市民生活課 参考受領

・埋葬料については，設備費や人件費などの費用を埋葬予定数で割り返
し，道内の他自治体と比較して高額とならないよう定めています。
・納骨方法の変更は難しいですが，納骨時の音を軽減できる可能性があ
るため，改修費用や効果を調査します。
・墓参が集中する８月中旬，９月下旬に自由に御利用いただける燭台，
線香立てを今年度設置しました。

15 6/15
【市役所にasakaカードのチャージ機設置】
・asakaカードのチャージ機はイオンやアモールにもあ
るが，市役所にも設置してほしい。

都市計画課 参考受領

・Asacaカードチャージ機は，旭川電気軌道（株）が所有する機器であり，
イオン旭川西店やアモールのほか，市内や東神楽町の計６カ所に同社
が設置しています。
市役所へのチャージ機設置により，バス利用者の利便性向上に繋がるも
のと考えられるため，同社に要望を伝えますが，設置には多くの経費が
必要となることも想定されることから，市内中心部においては，旭川駅前
のバス総合案内所のチャージ機の利用も御検討ください。
今後とも，バス事業者と連携し，バス利用の利便性向上に努めます。

13 6/13
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16 6/22
【上川神社祭の出店について】
・上川神社祭の露店を宮前公園内に出店。

公園みどり課 参考受領

・上川神社祭の露店は，平成３０年度から，主催する北海道街商協同組
合からの強い要望で３条通から常磐公園に変更となったことから出店場
所の変更は困難です。なお，常磐公園は，園内に上川神社頓宮もあり，
御神輿の巡行が行われるなど上川神社ともゆかりある公園です。

17 6/30
【旭川北彩都ガーデンを活用したまちづくり】
・市民の憩いの場として旭川駅南口を市民に開放。

公園みどり課 実施予定

・あさひかわ北彩都ガーデンの自然環境を活かして，市民が訪れやすく，
賑わいを創出するまちづくりを進めます。令和４年度の取組として，次の
事業を実施します。
・ガーデンの情報発信と活動拠点となるガーデンセンターによるガーデニ
ング講座，ハーブ講座，クラフト講座の開催
・ガーデンフェスタの開催
・ガーデン号の運行
・市民が守り育てるガーデンとしてガーデンサポーター約１００名とガーデ
ンガイド約１０名のボランティア活動への参加
・あさひかわデザインウィークの一環として鏡池カヌー体験，セグウェイ体
験イベントの実施
・エゾヤマザクラ１００本の植樹
・キッチンカー出店事業
・歩くスキーコースの設置，冬のこども遊び広場の開催


